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修1 CF6(E-767)エンジン改修等 CF6-80C2B6FA ア H29.11.24

CF6(E-767)エンジン改修等に必要となる航空機製造事業法
（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２に規定する経済産
業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること
が証明できること。

契約班
総括係

修2 CF6(E-767)エンジン検査 CF6-80C2B6FA ア H29.11.24

CF6(E-767)エンジン検査に必要となる航空機製造事業法（昭
和２７年法律第２３７号）第２条の２に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること。

契約班
総括係

修3 CF6(E-767)エンジン修理 CF6-80C2B6FA ア H29.11.24

CF6(E-767)エンジン修理に必要となる航空機製造事業法（昭
和２７年法律第２３７号）第２条の２に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること。

契約班
総括係

対象契約一覧表（追加）


